
◎学校教育法等の一部を改正する法律 
（令和元年五月二四日法律第一一号）   

一、提案理由（平成三一年三月二〇日・衆議院文部科学委員会） 

○柴山国務大臣 このたび政府から提出いたしました大学等における修学の支援に関す

る法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の

概要を御説明申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、学校教育法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要

を御説明申し上げます。 

 社会構造の変化やグローバル化が急速に進み、社会が抱える課題も複雑化している今

日において、多様な教育、研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより社会

の発展に寄与するものとされている大学に求められる役割は、より一層大きいものとな

っております。 

 この法律案は、このような観点から、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等

の教育、研究等の状況を評価する認証評価において、当該教育、研究等の状況が大学評

価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学法人が設置す

る国立大学の学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事の新設、学校法人の役員の

職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。 

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、大学等の教育、研究等の状況を評価する認証評価において、当該教育、研究

等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うことを認証評価機関に義務

づけるとともに、適合している旨の認定を受けられなかった大学等に対して、文部科学

大臣が報告又は資料の提出を求めることとしております。 

 第二に、国立大学法人岐阜大学を国立大学法人名古屋大学に統合し、岐阜大学及び名

古屋大学を設置する国立大学法人東海国立大学機構とするとともに、国立大学法人が二

以上の国立大学を設置する場合その他、その管理運営体制の強化を図る特別の事情があ

る場合に、その設置する国立大学に係る学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事

を置くことができることとする規定を整備することとしております。 

 第三に、学校法人における役員の職務及び責任並びに財務書類の公表等に係る規定を

整備することとしております。 

 第四に、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構において、国立大学法人等の運営

基盤の強化を図るための情報収集、分析等を業務として追加することとしております。 

 以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院文部科学委員長報告（平成三一年四月一一日） 

○亀岡偉民君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、文部科学委員会にお



ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、学校教育法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 

 本案は、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の認証評価において教育研究

等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立

大学における一法人複数大学制度の導入、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定

の整備等の措置を講ずるものであります。 

 両案は、去る三月十四日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委

員会に付託されました。 

 本委員会におきましては、二十日、柴山文部科学大臣から提案理由の説明を聴取した

後、参考人から意見を聴取しました。二十二日、二十七日、四月三日と質疑を行い、昨

十日には、国民民主党・無所属クラブから、両案に対する修正案がそれぞれ提出され、

趣旨の説明を聴取した後、両原案と一括して更に質疑を行いました。 

 同日、質疑を終局した後、大学等における修学の支援に関する法律案について、日本

共産党から修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 

 その後、両案及び各修正案について討論、採決を行った結果、まず、大学等における

修学の支援に関する法律案について、両修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛

成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。次に、学校教育法等の一部

を改正する法律案について、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をも

って原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、両案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三一年四月一〇日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべき

である。 

一 大学が自ら改革を実践し、その役割と使命を果たすことができるよう、大学に関す

る制度的枠組みや国による支援の在り方について継続的に検討するとともに、我が国

の大学の国際的な競争力・研究力を下支えする基盤的経費の確保に向けた今後の財政

的支援の在り方について検討を行うこと。 

二 大学に対し学生や社会が適切な評価を行うことができるよう、大学における教育研

究の内容やその成果、経営状況等に関する情報公開を一層促進するとともに、学校法

人による不祥事や不正等について速やかに公表するための仕組みについて検討を行う

こと。 

三 認証評価における、大学評価基準への適合が認定されなかった大学に対する文部科

学大臣からの資料提出要求については、当該大学の学問の自由、大学の自治への干渉

とならないよう十分に留意すること。 



四 認証評価など類似の複数の評価制度が大学等の負担となっている現状について、

「評価疲れ」を指摘する意見があることを踏まえ、大学評価の仕組みをより効率的な

ものとするため、評価に係る事務の簡素化や類似制度の整理統合について速やかに検

討すること。 

五 国立大学における一法人複数大学制度の導入に当たっては、個々の国立大学におけ

る教育研究の多様性が損なわれることのないよう留意するとともに、法人全体の責任

者である理事長による経営方針と各国立大学における教育研究への取組が相反するこ

となく円滑な運営が図られるよう必要な措置を講ずること。 

六 学校法人が、その設置する私立学校の教育の質の向上を図るに当たっては、学校の

経営状況や教学上の方針について教職員と十分に情報を共有するなど、経営と教学の

連携に努めるとともに、とりわけ文部科学省所轄学校法人においては、憲法で保障さ

れている学問の自由及び大学の自治の理念を踏まえ、私立大学の公共性を担保する観

点から、その設置する大学の教育・研究や運営に過度な干渉をすることがないよう、

特段の留意を払うこと。 

七 学校法人における監査の実効性や客観性を高めるため、理事長又は理事と親族関係

にある者の監事への就任を禁止するなど、監事として適切な人材の在り方について検

討を行い、必要な措置を講じること。 

八 学校法人における監事については、理事長・理事に対する第三者性・中立性を確保

し、監事の牽制機能が十分に発揮されるよう、その選任の透明性・公平性を担保する

必要な措置を講じること。 

九 学校法人における自律的なガバナンスの改善に資する仕組みを構築するため、理事

長の解職に関する規定の追加を検討するなど、社会の変化を踏まえた学校法人制度の

在り方について不断の見直しに努めること。また、学校法人の不祥事が繰り返される

ことのないよう、より実効性のある措置について速やかに検討すること。 

三、参議院文教科学委員長報告（令和元年五月一七日） 

○上野通子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の教育研究等の状況を評

価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの

認定を行うこととするとともに、国立大学法人が設置する国立大学の学校教育法上の学

長の職務を行う大学総括理事の新設、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整

備等の措置を講じようとするものでございます。 

 委員会におきまして、認証評価制度の改善に向けた方策、国立大学の一法人複数大学

制度を導入する意義、学校法人における自律的なガバナンス改革に資する仕組みの在り

方等について質疑が行われましたが、その詳細については会議録によって御承知願いた

いと存じます。 



 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の吉良委員より反対の意見が述

べられました。 

 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和元年五月一六日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。 

一、大学が自ら改革を実践し、その役割と使命を果たすことができるよう、大学に関す

る制度的枠組みや国による支援の在り方について継続的に検討するとともに、我が国

の大学の国際的な競争力・研究力を下支えする基盤的経費の拡充に向けた今後の財政

的支援の在り方について検討すること。 

二、大学に対し学生や社会が適切な評価を行うことができるよう、大学における教育研

究の内容やその成果、経営状況等に関する情報公開を一層促進するとともに、学校法

人による不祥事や不正等について速やかに公表するための仕組みについて検討するこ

と。 

三、認証評価における、大学評価基準への適合が認定されなかった大学に対する文部科

学大臣からの資料提出要求については、当該大学の学問の自由、大学の自治への干渉

とならないよう十分に留意すること。 

四、認証評価と国立大学法人評価など類似の複数の評価制度が大学等の負担となってい

る現状について、「評価疲れ」を指摘する意見があることを踏まえ、大学評価の仕組

みをより効率的なものとするため、評価に係る事務の簡素化や類似制度の整理統合に

ついて速やかに検討すること。また、評価の在り方を検討するに当たっては、大学関

係者の意見を幅広く聴取するとともに、基礎研究を含む研究の多様性が尊重されるよ

う、十分に留意すること。 

五、国立大学における一法人複数大学制度の導入に当たっては、個々の国立大学におけ

る教育研究の多様性が損なわれることのないよう留意するとともに、法人全体の責任

者である理事長による経営方針と各国立大学における教育研究への取組が相反するこ

となく円滑な運営が図られるよう必要な措置を講ずること。 

六、学校法人が、その設置する私立学校の教育の質の向上を図るに当たっては、学校の

経営状況や教学上の方針について教職員と十分に情報を共有するなど、経営と教学の

連携に努めるとともに、とりわけ文部科学省所轄学校法人においては、憲法で保障さ

れている学問の自由及び大学の自治の理念を踏まえ、私立大学の自主性・公共性を担

保する観点から、その設置する大学の教育・研究や運営に過度な干渉をすることがな

いよう、特段の留意を払うこと。 



七、学校法人における監査の実効性や客観性を高めるため、理事長・理事と親族関係に

ある者の監事への就任を禁止するなど、監事として適切な人材の在り方について検討

し、必要な措置を講ずること。 

八、学校法人における監事については、理事長・理事に対する第三者性・中立性を確保

し、監事の牽制機能が十分に発揮されるよう、その選任の透明性・公平性を担保する

必要な措置を講ずること。 

九、学校法人における自律的なガバナンスの改善に資する仕組みを構築するため、理事

長の解職に関する規定の追加を検討するなど、社会の変化を踏まえた学校法人制度の

在り方について不断の見直しに努めること。また、学校法人の不祥事や不正等が繰り

返されることのないよう、これらに対する告発が隠蔽されずに適切に聞き入れられる

仕組みの構築等、より実効性のある措置について速やかに検討すること。 

  右決議する。 


